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今
熊
野
猿
楽
の
実
現

l
i義
満
台
覧
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

天

野

文

雄

iま

じ

め

観
阿
、
今
熊
野
の
能
の
時
、
申
楽
と
云
事
を
ば
、
将
軍
家
鹿
苑
院
御
覧
初
め
ら
る
L
也
。
世
子
十
二
の
年
也
。
（
『
申
楽
談
儀
』
第
幻
段
）

世
阿
弥
十
二
歳
の
折
の
忘
れ
が
た
い
出
来
事
と
し
て
、
『
申
楽
談
儀
』
に
二
度
に
わ
た
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
、

猿
楽
は
、
将
軍
義
満
の
台
覧
に
よ
っ
て
猿
楽
の
地
位
を
一
挙
に
上
昇
さ
せ
、
以
後
の
長
き
に
わ
た
る
武
家
の
能
楽
愛
好
（
あ
る
い
は
保

い
わ
ゆ
る
今
熊
野

護
）
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
、

ひ
と
り
世
阿
弥
の
み
な
ら
ず
能
の
歴
史
に
と
っ
て
の
記
念
す
べ
き
出
来
事
で
あ
っ
た
。
座
の
最
長こ
老の
た背
る景
長まに

は
能
と
い
う
猿
楽
芸
の
充
実
が
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
の
他
に
も
今
熊
野
猿
楽
の
意
義
は
多
く
、

の
担
当
で
あ
っ
た
〈
翁
〉
（
式
三
番
）
の
シ
テ
を
一
座
の
ス
タ
I
役
者
た
る
大
夫
（
こ
の
場
合
は
観
阿
弥
）
が
演
ず
る
新
例
を
聞
き
、
神
事
を

基
準
に
し
て
い
た
猿
楽
座
の
機
能
を
新
時
代
に
対
応
さ
せ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
の
意
義
を
持
つ

催
し
で
あ
り
な
が
ら
、
今
熊
野
猿
楽
に
は
そ
の
事
実
関
係
に
不
明
の
点
が
き
わ
め
て
多
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
期
日
は
世
阿
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弥
の
生
年
と
の
絡
み
で
応
安
七
年
（
一
一
一
吉
）
か
翌
永
和
一
万
年
か
で
揺
れ
て
お
り
（
も
と
よ
り
月
日
は
不
明
）
、
そ
の
場
所
を
め
ぐ
っ
て
は
今

熊
野
の
新
日
吉
社
、
新
熊
野
社
、
あ
る
い
は
今
熊
野
の
空
地
と
い
っ
た
諸
説
が
あ
り
、
ま
た
、
神
事
猿
楽
な
の
か
勧
進
猿
楽
な
の
か
と

い
う
催
し
の
性
格
、
あ
る
い
は
義
満
台
覧
の
背
景
な
ど
も
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
、
今
熊
野
猿
楽
催
行
に

つ
い
て
の
記
録
が
当
時
の
史
料
に
ま
っ
た
く
見
え
ず
、
そ
れ
を
伝
え
る
の
が
『
申
楽
談
儀
』
だ
け
と
い
う
事
情
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
の

史
（
資
）
料
の
出
現
を
ま
つ
し
か
な
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
が
、

問
題
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
論
考
が
出
現
し
て
い
な
い
の
も
そ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。
右
の
諸
事
項
の
解
明
は
究
極
的
に
は
直
接
的
な

み
な
づ
き
え

そ
の
場
を
新
熊
野
社
の
六
月
会
か
と
し

こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、

た
近
年
の
表
章
氏
の
指
摘
は
、
簡
略
な
も
の
な
が
ら
、
注
目
す
べ
き
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
の
有
力
武
将
た
る
佐
々

木
（
六
角
）
氏
頼
と
佐
々
木
高
氏
（
京
極
道
誉
）
が
今
熊
野
猿
楽
の
お
よ
そ
二
十
年
前
の
文
和
四
年
（
一
一
一
室
）
に
新
熊
野
社
六
月
会
に
お
い
て
猿

楽
を
見
物
し
た
こ
と
を
伝
え
る
『
賢
俊
僧
正
日
記
』
の
記
事
（
後
掲
）
を
も
と
に
、

こ
の
よ
う
な
猿
楽
好
き
の
武
将
を
介
し
て
後
年
の
義
満

台
覧
が
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
の
指
摘
で
あ
る
（
「
観
阿
弥
清
次
と
結
崎
座
」
『
文
学
』
昭
和
弱
年
7
月
、
「
観
阿
弥
伝
再
検
」
『
観
世
』
昭
和
国

年
ロ
月
）
。
こ
の
『
賢
俊
僧
正
日
記
』
の
記
事
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
『
能
楽
源
流
考
』
で
は
こ
れ
を
新
日
吉
社
（
今
熊
野
に
鎮
座
）

の
小
五
月
会
と
誤
解
し
、
そ
れ
が
問
書
の
今
熊
野
猿
楽

1
新
日
士
同
社
小
五
月
会
の
猿
楽
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
た
。
表
氏
の
指
摘
は

こ
れ
を
新
熊
野
社
六
月
会
の
折
の
記
事
と
解
釈
し
な
お
し
た
結
果
の
新
説
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
猿
楽
見
物
に
来
臨
し
て
い
た
京
極

道
誉
は
周
知
の
よ
う
に
藤
若
時
代
の
世
阿
弥
と
交
流
の
あ
っ
た
パ
サ
ラ
大
名
で
あ
り
、
右
は
か
な
り
有
力
な
推
定
と
一
一
亘
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
（
た
だ
し
、
道
誉
・
氏
頼
と
も
今
熊
野
猿
楽
以
前
に
没
〉
。

と
こ
ろ
で
、
新
熊
野
社
六
月
会
が
今
熊
野
猿
楽
の
場
で
あ
る
と
認
定
す
る
た
め

に
は
な
お
多
く
の
他
の
徴
証
が
必
要
だ
が
、
と
り
わ
け
義
満
と
新
熊
野
社
と
の
関
わ
り
は
不
可
欠
の
側
面
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
義
満

台
覧
の
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
南
北
期

1
室
町
初
期
の
新
熊
野
社
を
調
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
同
社
は
朝
廷
や
将
軍
家
と
き
わ
め



て
関
わ
り
の
深
い
神
社
で
あ
る
こ
と
、
今
熊
野
猿
楽
の
前
後
に
同
社
の
別
当
だ
っ
た
覚
王
院
宋
縁
な
る
僧
が
義
満
の
信
任
す
こ
ぶ
る
厚

い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
六
月
会
が
新
熊
野
社
の
主
要
神
事
で
あ
り
、
右
の
宋
縁
と
の
縁
か
ら
も
今
熊
野
猿
楽
当
時
に
は
義

満
が
同
会
に
参
向
す
る
条
件
が
整
っ
て
お
り
、
わ
ず
か
だ
が
、
そ
れ
を
推
測
せ
し
め
る
徴
証
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
等
が
判
明
し
た
。

以
下
で
は
こ
う
し
た
事
実
を
報
告
し
、
も
っ
て
同
社
六
月
会
が
義
満
台
覧
の
今
熊
野
猿
楽
の
場
で
あ
る
蓋
然
性
の
支
証
と
し
た
い
。
そ

れ
は
当
時
の
観
・
世
父
子
を
め
ぐ
る
状
況
の
一
斑
を
提
示
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
南
北
朝

t
室
町
初
期
の
新
熊
野
社

l
l朝
廷
・
将
軍
家
・
醍
醐
寺
と
の
関
係
｜
｜

今熊野猿楽の実現

京
都
東
山
に
鎮
座
す
る
新
熊
野
社
は
永
暦
元
年
（
二
苔
）
の
創
建
、
熱
烈
な
熊
野
信
仰
の
持
主
だ
っ
た
後
白
河
院
が
、
御
所
法
住
寺
殿

の
近
く
に
熊
野
十
二
所
権
現
（
三
所
権
現
・
四
所
明
神
・
五
所
王
子
〉
を
勧
請
L
た
こ
と
に
始
ま
る
。
創
建
に
際
し
、
仏
聖
燈
油
料
と
し
て

院
か
ら
諸
国
二
十
八
ケ
所
に
お
よ
ぶ
広
大
な
荘
園
が
寄
進
さ
れ
、
以
後
、
後
白
河
・
後
鳥
羽
両
院
の
崇
敬
が
続
い
た
。
後
白
河
の
新
熊

野
社
へ
の
参
寵
は
百
余
度
、
後
鳥
羽
院
は
百
五
十
余
度
に
及
ん
だ
と
い
う
。
平
安
中
期
以
来
の
熊
野
信
仰
の
高
ま
り
は
圏
域
寺
の
門
跡

や
院
家
の
僧
の
就
任
に
な
る
熊
野
三
山
検
校
職
を
創
設
さ
せ
て
い
た
（
初
代
は
増
誉
V

が
、
新
熊
野
社
の
検
校
は
創
建
以
来
こ
の
熊
野
三

山
検
校
の
兼
務
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
明
治
の
神
仏
分
離
ま
で
変
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
熊
野
三
山
検
校
職
は
熊
野
三
山
に
お

け
る
祭
記
の
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
圏
域
寺
長
吏
が
兼
務
す
る
こ
と
も
あ
る
要
職
で
、
南
北
朝
期
以
降
は
聖
護
院
門
跡
が
こ
れ
に
補
任

さ
れ
る
慣
習
と
な
り
、
同
門
跡
を
中
心
と
す
る
修
験
道
本
山
派
が
形
成
さ
れ
た
。
京
都
に
は
や
は
り
後
白
河
院
の
勧
請
に
な
る
熊
野
若

王
子
社
（
右
京
区
）
や
熊
野
神
社
（
同
）
が
あ
っ
て
、

い
ず
れ
も
聖
護
院
の
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
京
都
に
お
け
る
本
山
派
修
験
の
中
心
的

3 

位
置
を
占
め
て
い
た
の
が
新
熊
野
社
な
の
で
あ
る
。
『
康
富
記
』
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
七
月
十
九
日
条
に
は
、
細
川
兵
部
少
輔
の
被
官
が
山
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伏
を
殺
害
し
た
た
め
、
都
郡
の
山
伏
が
新
熊
野
に
結
集
し
、
神
輿
を
振
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
、
細
川
か
ら
下
手
人
が
差
し
出
さ
れ
た

事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
室
町
前
期
の
新
熊
野
社
の
勢
力
と
位
置
と
が
よ
く
窺
え
る
事
件
で
あ
る
。
能
に
は
山
伏
の
峰
入
り
中
の
風
習

な

ぎ

そ

ち

ワ
キ
に
新
熊
野
榔
の
木
坊
の
帥
の
阿
閤
梨
が
登
場
し
、
〈
融
〉
〈
田
村
〉
〈
熊
野
〉
な
ど
の
能
で
は
新
熊
野
は
も

を
描
い
た
〈
谷
行
〉
が
あ
り
、

つ
ば
ら
都
の
名
所
と
し
て
点
擬
さ
れ
て
い
る
の
も
、
当
時
の
新
熊
野
社
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
。

さ
て
、

こ
う
し
て
後
白
河
院
の
御
願
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
新
熊
野
社
は
、
南
北
朝

1
室
町
初
期
に
も
朝
廷
の
崇
敬
を
受
け
て
い

た
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
延
文
元
年
（
一
一
一
室
六
）
の
後
光
厳
天
皇
に
よ
る
法
性
寺
敷
地
の
寄
進
で
あ
る
。
そ
れ
を
伝
え
る
論
旨
（
新
熊
野

神
社
文
書
）
を
次
に
掲
げ
る
。

法
性
寺
敷
地
問
一
嶋
一
朝
事
、
直

r月
七
日
御
供
料
口
、
永
代
所
有
御
寄
付
当
社
也
、
殊
拍
無
（
問
）
之
丹
一
誠
、

衆
等
口
者
、
天
気
所
侯
也
、
何
執
達
如
件
、

可
奉
祈
宝
祥
之
長
久
之
由
、

（被）
可
口
相
触
長
床

延
文
一
万
年
九
月
十
八
日

左
中
弁
（
花
押
）

謹
上

新
熊
野
別
当
僧
正
御
一
房

法
性
寺
敷
地
寄
進
の
代
償
と
し
て
、
宝
作
の
長
久
を
祈
る
べ
く
長
床
衆
に
触
れ
よ
と
新
熊
野
別
当
に
命
じ
て
い
る
が
、
こ
の
長
床
衆

は
本
山
派
修
験
を
意
味
し
て
い
る
〈
和
歌
森
太
郎
『
修
験
道
史
研
究
』
）
。
熊
野
修
験
に
よ
る
祈
龍
を
期
待
し
て
の
寄
進
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
年
代
不
明
だ
が
、
後
光
厳
か
次
の
後
円
融
の
も
の
と
思
わ
れ
る
論
旨
に
も
、
次
の
よ
う
に
長
床
衆
を
宛
所
と
し
た
天
下

静
諭
の
た
め
の
祈
龍
命
令
が
あ
る
（
新
熊
野
神
社
文
書
）
。

可
致
天
下
静
誼
御
祈
祷
者
、
依
天
気
執
達
如
件
、

正
月
廿
七
日

右
少
弁
（
花
押
〉

新
熊
野
長
床
衆
中



な
お
、
後
同
融
天
皇
は
応
安
六
年
（
一
重
一
U

の
新
熊
野
六
月
会
に
近
衛
道
嗣
の
家
司
西
洞
院
時
盛
の
参
向
を
請
い
、

そ
の
実
現
を
大
い

に
喜
こ
ん
で
い
る
（
『
愚
管
記
』
七
月
五
日
）
が
、
こ
れ
も
朝
廷
（
北
朝
）
と
新
熊
野
社
と
の
関
わ
り
（
崇
敬
の
深
さ
）
を
示
す
事
例
で
あ
る
。

将
軍
家
と
の
関
わ
り
で
は
、
康
安
三
年
（
一
醤
四
）
五
月
十
七
日
の
足
利
直
義
の
新
熊
野
参
詣
が
時
期
的
に
は
早
い
事
例
で
あ
る
。
『
師
守

記
』
に
「
今
夜
左
兵
衛
督
源
直
義
朝
臣
参
詣
新
熊
野
、
本
山
遷
坐
之
問
、
参
詣
本
山
儀
式
也
、
自
精
進
屋
樋
口
東
洞
院
歩
行
、
委
可
尋
記
、

武
衛
折
烏
帽
子
・
浄
衣
）
役
人
折
帽
子
・
浄
衣
云
ミ
」
と
あ
る
。
「
委
可
尋
記
」
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
時
の
盛
大
な
参
詣
行
列
の
記
録

が
『
師
守
記
』
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。
神
馬
五
疋
を
先
頭
に
、
小
先
達
（
新
熊
野
社
僧
厳
有
）
、
先
達
（
同
大
僧
都
宋
玄
）
、
直
義
、

こ
れ
に

今熊野猿楽の実現

高
師
直
以
下
の
供
奉
人
が
続
く
「
本
山
之
儀
式
」
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
康
安
元
年
（
一
美
一
）
九
月
二
十
三
日
に
は
、
将
軍
義
詮
が
執
事
細
川
清
氏
に
異
志
あ
り
と
し
て
、
後
光
厳
天
皇
を
奉
じ
て
新
熊

野
社
に
寵
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
（
『
愚
管
記
』
他
）
。

こ
れ
は
清
氏
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
佐
々
木
高
氏
（
道
誉
）
の
謹
言
に
よ
っ
て

義
詮
が
起
し
た
行
動
で
、
こ
の
時
の
清
氏
に
は
と
く
に
叛
意
は
な
く
、
義
詮
方
よ
り
優
勢
な
兵
力
を
擁
し
な
が
ら
若
狭
に
落
ち
て
、
京

都
で
の
合
戦
は
回
避
さ
れ
て
い
る
（
清
氏
は
翌
年
四
国
で
討
た
れ
る
〉
。
義
詮
が
新
熊
野
に
寵
っ
た
理
由
は
、
『
太
平
記
』
に
よ
る
と
「
京
中
の

戦
は
小
勢
に
て
叶
ふ
ま
し
、
要
害
に
寵
て
防
ぐ
ベ
し
」
と
あ
る
が
、
義
詮
の
行
動
は
そ
う
し
た
戦
術
上
の
理
由
だ
け
で
な
く
、
義
詮
の

新
熊
野
社
に
対
す
る
日
頃
の
崇
敬
の
結
果
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
時
遷
幸
あ
っ
た
後
光
厳
天
皇
は
前
述
し
た
よ
う
に
五
年
前
に
法
性

寺
敷
地
を
新
熊
野
社
に
寄
進
し
た
天
皇
で
あ
る
。

一
大
事
に
あ
た
っ
て
、
公
武
と
も
に
崇
敬
す
る
新
熊
野
社
が
寵
域
の
場
と
し
て
選
ば

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

義
満
と
新
熊
野
社
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
次
項
以
下
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
は
後
白
河
院
が
寄
進
し
た
二
十
八
ケ
所
の
社
領
を
義
満

5 

が
安
堵
し
た
永
徳
二
年
（
一
言
一
）
の
管
領
奉
書
（
新
熊
野
神
社
文
書
）
を
紹
介
し
て
、
義
満
時
代
に
お
け
る
幕
府
の
対
新
熊
野
政
策
の
概
要
と
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し
て
お
き
た
い
。
永
徳
二
年
は
今
熊
野
猿
楽
か
ら
七
、

八
年
後
に
な
る
（
左
衛
門
佐
は
管
領
斯
波
義
将
）
0

新
熊
野
社
領
重
書
等
事
、
容
易
難
出
庫
蔵
之
問
、
為
当
時
之
亀
鏡
、
新
往
日
之
嵐
章
卒
、
支
以
廿
八
所
之
土
貢
、

帯
此
流
案
、
可
被
准
彼
正
文
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

可
備
十
二
社
之
祭
礼
云
々
、
向
後

永
徳
二
年
十
一
月
廿
二
日

左
衛
門
佐
源
朝
臣
（
花
押
）

な
お
、
南
北
朝

i
室
町
初
期
の
新
熊
野
社
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
南
北
朝
期
の
同
社
別
当
に
醍
醐
寺
の
僧
が
補
任
さ
れ
て
い
る
事
実

で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
新
熊
野
社
は
園
城
寺
と
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
検
校
職
は
閤
城
寺
僧
が
補
任
さ
れ
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
事

務
統
括
責
任
者
た
る
新
熊
野
社
の
別
当
職
も
同
様
で
あ
り
、
室
町
期
以
降
は
聖
護
院
の
支
配
下
に
あ
っ
た
勝
仙
院
か
ら
出
て
い
た
が
、

南
北
朝
の
一
時
期
に
醍
醐
寺
の
僧
が
別
当
に
補
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
表
章
氏
の
指
摘
に
な
る
も
の
で
（
前
掲
『
観
世
昼
間

文
）
、
『
賢
俊
僧
正
日
記
』
文
和
四
年
五
月
二
十
九
日
条
に
新
熊
野
別
当
に
醍
醐
無
量
寿
院
の
賢
季
僧
正
が
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
て

い
る
。
同
記
に
よ
れ
ば
、
新
別
当
賢
季
は
翌
月
六
月
十
四
日
新
熊
野
社
に
拝
社
し
て
い
る
が
、
こ
の
折
の
先
達
は
賢
淳
法
印
で
あ
る
。

表
氏
は
そ
の
名
か
ら
賢
淳
も
醍
醐
寺
僧
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
延
文
元
年
の
後
光
厳
天
皇
論
旨
の
宛
所

に
な
っ
て
い
る
「
新
熊
野
別
当
僧
正
御
一
房
一
」
は
こ
の
賢
季
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
新
熊
野
社
が
醍
醐
寺
と
も
深
い
か
か
わ
り

が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
醍
醐
寺
は
早
く
か
ら
修
験
道
が
盛
ん
で
、
室
町
後
期
以
降
は
当
山
派
の
拠
点
と
な
る
が
、
上
述
の
事

実
は
後
代
の
本
山
派
と
の
勢
力
争
い
の
先
縦
を
な
す
現
象
と
言
え
よ
う
か
。
醍
醐
寺
は
六
十
五
代
座
主
だ
っ
た
三
宝
院
賢
俊
（
『
賢
俊
僧

正
日
記
』
の
著
者
）
が
足
利
尊
氏
を
献
身
的
に
支
援
し
た
こ
と
か
ら
、
室
町
幕
府
と
の
間
に
き
わ
め
て
親
密
な
関
係
を
持
つ
に
至
っ
て
い

た
。
表
氏
が
新
熊
野
社
と
醍
醐
寺
の
関
係
を
指
摘
し
た
の
は
、
醍
醐
寺
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
熊
野
社
が
義
満
と
つ
な
が
っ
て
く



る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
観
阿
弥
が
京
洛
に
名
を
挙
げ
た
の
は
醍
醐
寺
に
お
け
る
七
日
間
の
猿
楽
で
あ
っ
た
（
座
主
は
緊
俊
の
次
の
光

済
の
時
代
で
、
光
済
も
義
満
の
信
任
が
厚
か
っ
た
）
こ
と
が
一
示
す
よ
う
に
、
観
阿
弥
の
飛
躍
も
醍
醐
寺
を
足
場
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
新

熊
野
社
と
醍
醐
寺
と
の
関
係
は
義
満
台
覧
の
今
熊
野
猿
楽
実
現
の
背
景
を
考
え
る
際
の
重
要
な
側
面
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で

は
新
た
に
気
づ
い
た
両
者
の
関
係
を
示
す
事
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
南
北
朝
期
に
新
熊
野
社
領
た
る
播
磨
田
中
荘
の
領
家
職

（
預
所
）
を
醍
醐
三
宝
院
が
保
持
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
大
日
本
史
料
所
引
『
徳
禅
寺
文
書
』
に
よ
る
と
、
文
和
二
年
（
一
三
喜
一
）
二
月
二

十
四
日
将
軍
〈
義
詮
）
御
教
書
や
同
四
年
十
月
七
日
管
領
奉
書
で
、
一
二
宝
院
に
同
領
家
職
が
安
堵
さ
れ
て
い
る
し
、

同
文
書
の
延
文
二
年

今熊野猿楽の実現

こ
の
領
家
職
は
賢
俊
か
ら
賢
宣
に
譲
ら
れ
て
い
る
。
延
文
二
年
の
譲
与
状
に
は
「
右
当
庄
者
、
代
々

相
伝
知
行
無
相
違
之
地
也
」
と
あ
っ
て
、
三
宝
院
の
領
家
職
獲
得
が
か
な
り
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
賢
季
の
別

六
月
十
五
日
譲
与
状
に
よ
る
と
、

当
補
任
も
こ
う
し
た
関
係
を
基
盤
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
五
八
代
記
』
に
よ
る
と
賢
俊
は
新
熊
野
の
坊
で
入
壇
し
て
い
る
。

以
上
、
簡
略
な
が
ら
、
南
北
朝
1
室
町
初
期
に
お
け
る
新
熊
野
社
の
位
置
を
朝
廷
、
将
軍
家
、
醍
醐
寺
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
し
て

み
た
。
当
時
の
新
熊
野
社
に
は
義
満
が
台
覧
し
た
今
熊
野
猿
楽
の
場
と
し
て
の
条
件
が
一
応
整
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
か

と
思
う
。

ニ
、
覚
王
院
宋
縁
と
義
満

今
熊
野
猿
楽
催
行
の
前
後
に
新
熊
野
社
別
当
を
務
め
、
将
軍
義
満
の
厚
い
信
任
を
得
て
い
た
人
物
に
覚
王
院
宋
縁
が
い
る
。
宋
縁
は

歌
人
と
し
て
の
事
績
も
あ
る
関
係
で
中
世
和
歌
研
究
に
お
い
て
少
し
く
関
心
を
持
た
れ
て
い
る
人
物
で
、
井
上
宗
雄
氏
『
中
世
歌
壇
史

7 

の
研
究
｜
南
北
朝
期
｜
』
（
風
間
書
房
、
昭
和
4
年
）
に
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
（
『
和
歌
大
辞
典
』
ハ
明
治
書
院
）
に
も
立
項
さ
れ
て
い
る
が
、
勅
撰
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集
に
六
首
入
集
の
こ
と
が
付
加
さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
井
上
氏
の
指
摘
と
同
じ
）
。

宋
縁
は
新
熊
野
別
当
・
覚
王
院
僧
正
、
当
時
何
か
非
常
に
大
き
な
勢
威
を
持
っ
た
僧
ら
し
い
。
前
年
十
一
月
南
都
内
部
の
勢
力
争
い
で
光
済
と
共
に

一
乗
混
に
加
担
し
た
為
、
倣
訴
に
よ
っ
て
備
中
に
流
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
形
だ
け
で
す
ぐ
許
さ
れ
て
い
る
。
幕
府
の
信
任
厚
い
僧
で
、
雅
縁
は
宋
縁

に
寵
愛
さ
れ
、
引
立
て
ら
れ
、
そ
の
推
挙
で
出
仕
、
次
い
で
義
満
に
近
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
他
に
も
、
宋
縁
に
つ
い
て
は
伊
藤
敬
氏
「
世
阿
弥
三
題
」
（
『
文
学
語
学
』
剖
－

m、
昭
和
田
）
な
ど
に
事
績
の
紹
介
が
あ
る
が
、
新
た

に
見
出
し
た
史
（
資
）
料
も
併
せ
、
覚
王
院
宋
縁
の
事
績
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
括
孤
内
は
当
該
資
料
中
の
宋
縁
の

呼
称
（
用
字
も
そ
の
ま
ま
）
と
典
拠
で
あ
る
。

（
二
二
五
九
）

ω延
文
4
年

(3) (2) 

貞三延
(4) 治三文
昨 3ful4 
/II ，，~、）

安：：：； 4 5 
1号年年
年。頃頃

ω応
安
2
年

ω応
安
3
年

ω応
安
3
年

ω応
安
3
年

ω応
安
3
年

『
新
千
載
集
』
に
一
首
入
集
（
権
大
僧
都
宋
縁
）

（4
月
）
松
田
貞
秀
に
父
元
妙
の
追
善
歌
を
勧
め
る
（
僧
正
栄
縁
）
〔
貞
秀
集
］

『
一
万
首
作
者
』
に
名
を
連
ね
る
（
法
印
宗
縁
〉
〔
一
万
首
作
者
］

守東
五寺
29 i程
日頂

話院
熊仰
野 :Ii'"'
社管
別り
当塾
足芸
荏警

f i 
X 宋
新円
熊僧
野 1E
別戸当
当東
次守

第喜
補
任

（
4
月
幻
自
）
二
条
良
基
か
ら
山
城
教
令
院
門
跡
・
同
坊
領
の
寄
進
を
受
け
る
（
覚
玉
院
宋
縁
僧
正
）
〔
東
寺
百
合
文
書
・

東
寺
文
書
］

（7
月
口
日
）
東
寺
西
院
領
教
令
院
敷
地
等
の
押
妨
停
止
さ
れ
、

下
地
が
交
付
さ
れ
る
（
覚
玉
院
僧
正
）
〔
東
寺
百
合
文

室
百
］（ω月

5
日
）
新
熊
野
社
の
坊
に
三
宝
院
光
済
・
細
川
頼
之
・
諸
大
名
が
参
集
す
る
（
権
僧
正
宋
縁
）
［
後
光
厳
院
御
記
］

（
ロ
月
四
日
）
教
令
院
門
跡
・
同
坊
領
が
安
埼
さ
れ
る
（
覚
王
院
僧
正
）
［
東
寺
百
合
文
書
］
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ω応
安
4
年

ω応
安
4
年

ω応
安
5
年

ω応
安
5
年

ω応
安
5
年

ω応
安
5
年

ω応
安
6
年

ω応
安
6
年

ω応
安
7
年

ω応
安
7
年

｛
一
三
七
四
）

ω応
安
7
年

（
一
三
七
五
）

ω永
和
1
年

ω永
和
1
年

ω永
和
1
年

ω永
和
4
年

（
3
月
お
日
）
新
熊
野
社
領
の
下
地
知
行
に
つ
き
論
旨
を
受
け
る
（
覚
王
院
僧
正
）
〔
新
熊
野
神
社
文
書
］

（
ロ
月
刊
凶
日
）
春
日
神
木
入
洛
し
、
衆
徒
か
ら
三
宝
院
光
済
と
と
も
に
遠
流
要
求
が
朝
廷
に
出
さ
れ
る
（
宋
縁
僧
正
）

［
吉
田
家
日
次
記
ほ
か
は

（
7
月
3
日
）
幕
府
、
光
済
・
宋
縁
の
配
流
に
難
色
を
示
す
（
白
石
白
紙
僧
正
）
［
愚
管
記
］

（
日
月
）
新
熊
野
社
別
当
宏
辞
す
（
宗
縁
）
［
新
熊
野
別
当
次
第
］

（U
月
刊
凶
日
）
新
熊
野
社
六
月
会
に
出
仕
す
る
（
覚
主
院
宋
門
僧
正
）
〔
祇
園
執
行
日
記
］

（
ロ
月
7
日
）
祇
園
社
執
行
の
来
訪
あ
る
も
体
調
悪
く
対
面
せ
ず
（
党
主
院
僧
正
宋
縁
）
［
祇
園
執
行
日
記
］

（1
月
）
衆
徒
か
ら
光
済
と
と
も
に
京
中
経
廻
停
止
の
要
求
が
出
る
門
愚
管
記
ほ
か
］

（
ω
月
5
日
）
久
我
長
具
か
ら
山
城
樋
口
町
の
地
を
預
け
ら
れ
、
返
状
を
認
め
る
（
宋
縁
）
門
久
我
文
書
］

（
日
月
5
日
）
備
中
へ
の
配
流
決
定
す
る
〔
春
日
神
木
御
入
洛
見
聞
略
記
］

（U
月
刊
日
日
）
配
所
の
備
中
へ
下
向
（
覚
王
院
僧
正
）
円
春
日
神
木
御
入
洛
見
聞
略
記
］

（
ロ
月
お
日
）
幕
府
の
と
り
な
し
で
備
中
よ
り
帰
洛
（
覚
王
院
僧
正
）
［
春
日
神
木
御
入
浴
見
聞
略
記
］

（1
月
げ
日
）
光
済
と
と
も
に
召
返
し
の
宣
下
が
あ
る
〔
愚
管
記
ほ
か
］

（2
月
）
東
寺
七
祖
御
影
を
修
補
す
る
［
仏
教
大
年
表
］

（8
月
）
光
済
ら
と
室
町
御
所
で
の
和
歌
会
始
に
出
席
す
る
。
こ
の
折
、
飛
鳥
井
雅
縁
を
義
満
に
推
挙
か
（
僧
正
宋
縁
）

［
花
営
三
代
記
］

〈

9
月
凶
日
）
新
熊
野
別
当
に
再
任
さ
れ
る
（
宗
縁
）
門
新
熊
野
別
当
次
第
］
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（
一
三
七
九
）

ω康
暦
1
年

（5
月
）
新
熊
野
別
当
を
辞
す
（
宗
縁
）
〔
新
熊
野
別
当
次
第
］

ωωωω  
永（康（至（康
享一応三徳二橋
11己 1八 1八以
年さ年在年号前

薬
師
寺
公
義
（
一
克
一
月
）
が
来
訪
し
詠
歌
（
僧
正
宋
縁
）
門
公
義
集
］

『
新
後
拾
遺
集
』
に
一
首
入
集
（
前
僧
正
宋
縁
）

（5
月
7
日
）
新
熊
野
社
別
当
に
再
任
さ
れ
る
も
、

7
月
部
日
に
辞
す
（
宗
縁
）
〔
新
熊
野
別
当
次
第
］

『
新
続
古
今
集
』
に
四
首
入
集
（
僧
正
宋
縁
）

以
上
、
没
後
と
考
え
ら
れ
る
慨
を
除
き
、
ち
ょ
う
ど
っ
一
十
年
に
わ
た
る
事
績
と
な
る
（
却
は
便
宜
的
に
こ
の
位
置
に
置
い
た
）
。
「
宗
縁
」

「
宋
円
」
と
す
る
史
料
も
あ
る
が
、
勅
撰
集
の
表
記
を
参
照
し
て
も
「
宋
縁
」
が
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
（
大
日
本
史
料
も
「
宋
縁
」
を
採
る
）
。

生
没
年
は
依
然
不
明
だ
が
、
倒
の
別
当
辞
任
が
再
任
ま
も
な
い
こ
と
か
ら
、
没
年
は
こ
の
年
で
あ
る
可
能
性
が
高
か
ろ
う
。

ωや
ωが

僧
正
な
の
に
、

附
が
権
僧
正
な
の
は
『
後
光
厳
院
御
記
』
の
錯
誤
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
右
の
年
譜
に
拠
り
つ
つ
、
宋
縁
と
新
熊
野
社
お

よ
び
義
満
と
の
関
係
を
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
宋
縁
は
附
に
よ
る
と
貞
治
コ
一
、
四
年
頃
に
は
す
で
に
新
熊
野
社
の
執
行
と
な
っ
て
い
る
。
同
の
『
一
万
首
作
者
』
は
井
上
氏

『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
｜
南
北
朝
期
』
に
紹
介
さ
れ
た
貞
治
頃
詠
進
の
一
万
首
和
歌
（
現
存
し
な
い
）
の
詠
題
・
作
者
一
覧
で
あ
る
が
、
列
挙

さ
れ
た
二
二
三
人
の
歌
人
中
に
「
新
熊
野
執
行
法
印
宗
縁
」
と
あ
る
（
井
上
氏
は
こ
の
執
行
を
別
当
と
解
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
執
行
の
よ
う
で
あ
る
）
。

次
い
で
応
安
二
年
二
月
に
別
当
に
補
任
さ
れ
、
応
安
五
年
十
一
月
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
（
5
・
u
x
別
当
在
任
中
に
は
、
二
条
良

基
か
ら
祈
薦
料
所
と
し
て
教
令
院
門
跡
等
の
寄
進
を
受
け
た
り
（
6
）
、
後
光
厳
天
皇
の
譲
位
に
伴
う
皇
位
継
承
問
題
の
談
合
の
た
め
に

新
熊
野
社
の
宋
縁
の
坊
に
管
領
細
川
頼
之
、
一
二
宝
院
光
済
、
諸
大
名
等
が
参
集
し
た
り
し
て
い
る
官
、
伊
藤
敬
氏
の
御
指
摘
）
。
井
上
氏

は
「
当
時
何
か
非
常
に
大
き
な
勢
威
を
持
っ
た
僧
ら
し
い
」
と
指
摘
す
る
が
、
こ
の
頃
の
宋
縁
は
す
で
に
政
教
両
界
に
わ
た
る
大
物
で
あ



っ
た
よ
う
で
あ
る
（
宋
縁
の
大
物
ぶ
り
は
年
譜
の
随
所
に
窺
え
る
と
こ
ろ
）
。
後
に
詳
述
す
る
南
都
訴
訟
が
勃
発
し
て
、
衆
徒
か
ら
配
流
要
求

が
出
る
の
も
別
当
在
任
中
の
こ
と
で
あ
る
（
日
）
。
応
安
五
年
に
別
当
を
辞
し
た
の
も
、

こ
の
南
都
訴
訟
が
原
因
で
あ
る
可
能
性
が
高

ぃ
。
別
当
を
辞
し
た
十
一
月
に
新
熊
野
社
六
月
会
に
出
仕
し
て
い
る

Q
）
が
、
こ
れ
が
別
当
と
し
て
の
出
仕
な
の
か
、
辞
任
後
の
出
仕

以
後
は
南
都
訴
訟
に
関
わ
る
事
績
が
多
い
が
、
永
和
元
年

t
康
暦
元
年
と
康
応
元
年
五
月

t
七
月

に
も
新
熊
野
別
当
を
務
め
て
い
る
。
以
上
が
新
熊
野
社
に
関
わ
る
宋
縁
の
事
績
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
東
寺
と
の
関
わ
り
を
示
す

な
の
か
は
微
妙
で
あ
る
〈
後
者
か
）
。

史
料
も
少
な
く
な
い
（
4
・
6
・
7
・
9

・
m）。

こ
れ
ら
は
宋
縁
を
新
熊
野
僧
と
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
現
象
の
よ
う
に
見
え
る

今熊野猿楽の実現

が
、
宋
縁
が
新
熊
野
僧
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
徴
証
が

ωに
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宋
縁
は
応
安
元
年
に
東
寺
濯
頂
院
御
影
供
の
執
事

（
こ
れ
は
年
々
の
巡
役
）
を
務
め
て
い
る
が
、
そ
れ
を
伝
え
る
『
東
寺
長
者
補
任
』
は
宋
縁
に
「
山
臥
也
」
と
注
し
て
い
る
〈
橋
本
初
子
氏
「

中
世
寺
家
の
意
見
状
に
つ
い
て
」
『
日
本
歴
史
』
的
、
昭
和
田
年
9
月
〉
。
南
北
朝
期
の
東
寺
と
新
熊
野
社
は
か
な
り
の
交
流
が
あ
り
、
宋
縁
以

前
に
も
新
熊
野
僧
の
良
宋
、
宋
弁
が
同
御
影
供
の
執
事
を
務
め
て
い
る
が
、
『
東
宝
記
』
に
よ
れ
ば
良
宋
、
宋
弁
は
コ
ニ
井
門
人
」
と
さ

れ
て
い
る
と
い
う
（
橋
本
氏
稿
）
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宋
縁
も
圏
域
寺
僧
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
新
熊
野
社
は
創
建
以

来
圏
域
寺
の
支
配
下
に
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
康
安
三
年
の
足
利
直
義
の
新
熊
野
社
参
詣
の
先
達
は
宋
玄
大
僧

都
で
あ
っ
た
。
宋
縁
は
宋
玄
・
良
宋
・
宋
弁
と
い
っ
た
僧
の
法
灯
に
連
な
る
僧
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
熊
野
猿
楽
が
催
さ
れ
た
応
安

七
年
あ
る
い
は
永
和
元
年
に
は
、
宋
縁
は
別
当
で
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
頃
も
新
熊
野
社
の
長
老
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で

あ
る
。さ

て
、
こ
の
よ
う
に
今
熊
野
猿
楽
を
は
さ
ん
で
三
十
年
近
く
も
執
行
あ
る
い
は
別
当
と
し
て
新
熊
野
に
止
住
し
て
い
た
（
と
考
え
ら
れ

11 

る
）
覚
王
院
僧
正
宋
縁
は
、
井
上
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
将
軍
義
満
の
厚
い
信
任
を
得
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
端
的
に
示
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し
て
い
る
の
が
、
南
都
訴
訟
に
際
し
て
、
幕
府
の
示
し
た
姿
勢
で
あ
る
。
南
都
訴
訟
と
は
、
応
安
四
年
十
二
月
か
ら
応
安
七
年
十
二
月

ま
で
の
ま
る
三
年
間
、
興
福
寺
の
内
部
抗
争
が
原
因
で
輿
福
寺
衆
徒
が
一
乗
院
・
大
乗
院
両
門
跡
の
流
刑
を
は
じ
め
と
す
る
数
十
ケ
条

の
要
求
を
掲
げ
て
、
春
日
神
木
を
奉
じ
入
洛
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
と
の
起
り
は
大
乗
院
門
跡
の
相
続
問
題
が
こ
じ
れ
て
一
一
衆
院
門
跡

と
不
和
と
な
っ
た
が
、

か
ね
て
両
門
主
の
悪
行
濫
行
に
批
判
的
だ
っ
た
衆
徒
の
怒
り
が
爆
発
し
、
両
門
跡
に
押
し
寄
せ
堂
舎
を
焼
き
払

っ
た
。
大
乗
院
教
信
と
一
乗
院
実
玄
の
両
門
主
は
京
都
に
逃
げ
上
り
、
衆
徒
は
神
木
動
座
の
挙
に
出
て
入
洛
し
、
両
門
主
の
配
流
を
朝

廷
に
要
求
し
た
。

こ
の
時
、

両
門
主
の
処
罪
と
と
も
に
衆
徒
が
要
求
し
た
の
が
一
二
宝
院
光
済
と
覚
王
院
宋
縁
の
遠
流
で
あ
っ
た
。
「
光

済
・
宋
縁
両
僧
正
耽
一
乗
院
之
賄
賂
、
奉
掠
公
家
・
武
家
之
故
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
、

両
門
主
と
同
罪
で
あ
る
か
ら
神
敵
寺
敵

と
し
て
速
や
か
に
「
遠
嶋
不
返
之
流
刑
」
に
処
す
べ
し
と
い
う
強
硬
な
要
求
で
あ
っ
た
（
日
）
。

門
主
に
つ
い
て
は
翌
応
安
五
年
一
月
に
早
々
と
配
流
の
宣
下
を
し
た
が
、
光
済
・
宋
縁
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
衆
徒
の
要
求
に
応
じ
な

こ
れ
に
対
し
て
、
朝
廷
は
教
信
・
実
玄
両

ミ
つ
こ
。

カ

T

そ
れ
は
幕
府
が
配
流
に
同
意
し
な
か
っ
た
た
め
で
、
聞
の
『
愚
管
記
』
（
応
安
五
年
）
に
「
伝
問
、
光
済
・
宗
縁
両
僧
正
配
流

事
、
難
義
之
由
、
武
家
問
答
事
切
了
云
々
」
と
あ
る
。
『
愚
管
記
』
は
さ
ら
に
、
こ
の
た
め
衆
徒
が
い
よ
い
よ
硬
化
し
、
神
木
帰
座
が
い

つ
に
な
る
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
と
の
伝
聞
を
記
し
た
あ
と
、
「
珍
事
也
々
々
々
、
驚
歎
之
外
無
也
」
と
書
き
つ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
に

は
幕
府
の
姿
勢
に
対
す
る
批
判
の
ニ
ュ
ア

γ
ス
も
感
じ
ら
れ
る
。
結
局
、
闘
の
応
安
七
年
に
至
っ
て
よ
う
や
く
両
僧
都
の
配
流
が
決
定

し
、
宋
縁
は
同
月
十
七
日
に
備
中
（
新
熊
野
社
領
が
あ
っ
た
）
に
（
印
）
、
光
済
は
二
十
一
日
に
播
磨
に
下
向
す
る
。

こ
の
結
果
、

ま
る
ゴ
一
ケ

年
在
京
し
て
い
た
春
日
神
木
は
同
年
十
二
月
十
七
日
に
帰
座
す
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
解
決
が
長
び
い
た
の
は
、

ほ
か
で
も
な
い
光

済
・
宋
縁
両
僧
正
の
処
分
が
延
び
延
び
に
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
（
『
春
日
神
木
御
入
洛
見
開
略
記
』
に
そ
う
明
言
さ
れ
る
）
。

か
く
し
て
、
宋
縁
に
対
す
る
幕
府
の
庇
護
は
明
瞭
だ
が
、
配
流
後
の
処
置
に
は
そ
の
姿
勢
が
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
光



済
は
翌
月
十
二
月
二
十
五
日
に
、
宋
縁
は
同
二
十
八
日
に
帰
洛
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
却
）
。

い
ず
れ
も
幕
府
の
と
り
な
し
で
、

天
皇
の

「
内
々
の
仰
」
、
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
弓
春
日
神
木
御
入
洛
見
聞
略
記
』
）
0

そ
し
て
、
年
が
明
け
永
和
元
年
早
々
に
は
幕
府
の
執
奏
に
よ
り

両
僧
正
帰
洛
の
宣
下
が
あ
っ
た
（
幻
）
。
両
僧
正
に
対
す
る
処
分
が
い
か
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
闘
で
は

『
新
後
拾
遺
集
』
撰
進
に
備
え
て
御
所
で
催
さ
れ
た
和
歌
会
始
に
作
者
と
し
て
宋
縁
・
光
済
両
僧
正
も
加
わ
っ
て
い
る
。
出
題
・
読
師
は

『
新
後
拾
遺
集
』
の
撰
者
を
拝
命
し
た
為
遠
で
、
作
者
は
両
僧
正
の
他
に
義
満
、
管
領
細
川
頼
之
な
ど
十
五
人
。
完
全
復
帰
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
宋
縁
は
コ
一
年
間
の
南
都
訴
訟
の
騒
動
の
中
で
、

一
貫
し
て
醍
醐
コ
一
宝
院
の
光
済
と
並
ん
で
衆
徒
の
追
及
を
受

今熊野猿楽の実現

け
、
幕
府
か
ら
庇
護
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
光
済
は
賢
俊
の
跡
を
襲
っ
た
三
宝
院
主
で
あ
る
か
ら
幕
府
の
庇
護
は
当
然
だ
が
、
宋
縁
は
そ

の
光
済
と
同
等
の
厚
遇
を
幕
府
か
ら
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋
縁
に
対
す
る
義
満
の
信
任
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
今
熊
野
猿
楽
は
こ

の
覚
王
院
宋
縁
が
初
度
の
新
熊
野
別
当
を
辞
し
て
二
、
三
年
後
の
催
し
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
宋
縁
と
交
流
の
あ
っ
た
人
物
と
し
て
、
後
に
十
コ
一
歳
の
世
阿
弥
に
藤
若
の
名
を
与
え
た
二
条
良
基
が
い
る
の
も
興
味
深
い

が
、
倒
の
『
公
義
集
』
か
ら
知
ら
れ
る
薬
師
寺
公
義
（
元
可
）
と
の
交
流
も
注
目
さ
れ
る
。
両
者
の
ホ
〈
流
を
伝
え
る
『
公
義
集
』
の
詞

書
と
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

僧
正
宋
縁
か
も
と
に
て
歌
よ
み
侍
し
時
、
寄
神
祝

君
を
ま
も
る
神
を
あ
か
む
る
契
の
み
絶
す
や
代
々
に
結
ふ
は
や
玉

代
々
絶
ぬ
手
向
と
も
な
れ
神
垣
の
ち
り
よ
り
な
れ
る
大
和
こ
と
の
葉

元
可
は
永
和
頃
に
は
「
当
時
地
下
歌
仙
L

（
『
愚
容
口
記
』
）

と
評
さ
れ
た
武
士
出
身
の
歌
人
で
あ
る
が
、

こ
の
元
可
は
文
和
二
年
頃
に

13 

祇
園
で
催
さ
れ
た
勧
進
田
楽
の
演
目
た
る
「
四
頭
八
足
と
云
ふ
鬼
の
能
」
（
高
師
直
を
め
ぐ
る
幽
霊
能
ら
し
い
）
に
、
「
月
は
見
ん
月
に
は
見
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え
じ
と
ぞ
お
も
ふ
憂
世
に
め
ぐ
る
影
も
は
づ
か
し
」
の
自
詠
が
と
り
こ
ま
れ
、
そ
の
歌
が
名
歌
の
評
価
を
得
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

持
主
な
の
で
あ
る
（
『
落
書
露
顕
』
）
。

し
か
も
、

そ
の
歌
を
田
楽
能
の
中
で
謡
わ
せ
た
の
は
元
可
自
身
の
可
能
性
も
あ
り
、
元
可
は
田

楽
と
も
交
流
の
あ
っ
た
人
物
ら
し
い
（
松
岡
心
平
氏
「
『
了
俊
一
子
伝
』
に
み
る
薬
師
寺
公
義
」
『
鏡
仙
』
初
、
昭
和
貯
年
4
月
）
。
凶
が
伝
え
る

元
可
の
来
坊
は
文
和
以
後
の
可
能
性
が
高
い
が
、
こ
う
し
た
元
可
と
の
交
流
に
お
い
て
は
、
当
然
文
和
の
田
楽
能
も
話
題
に
の
ぼ
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
元
可
と
の
交
流
は
、
宋
縁
と
芸
能
方
面
と
の
接
触
を
示
す
事
例
と
し
て
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

、
新
熊
野
六
月
会
と
義
満

新
熊
野
社
六
月
会
で
佐
々
木
道
誉
ら
が
猿
楽
見
物
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
月
会
が
今
熊
野
猿
楽
催
行
の
場
と
し
て
有
力
視
さ
れ

る
根
拠
と
な
っ
た
の
は
『
賢
俊
僧
正
日
記
』
文
和
四
年
六
月
の
次
の
一
連
の
記
事
で
あ
る
。

十
五
日
、
天
晴
、
罷
向
今
熊
野
、
社
務
出
仕
如
昨
日
、
但
略
先
立
、
予
入
夜
密
於
長
床
験
グ
ラ
へ
延
年
等
見
物
之
、
社
務
坊
栗
木
坊
予
寄
宿
了
、

天
晴

十
六
日
、
社
務
出
仕
如
昨
日
、
予
猶
逗
留
、

F

天
晴

十
七
日
、
猿
楽
有
之
、
田
楽
昨
日
不
参
之
問
、
別
召
之
、
社
務
桟
敷
予
見
物
、
佐
々
木
両
判
官
入
選
霜
台
各
来
臨
之
、
馬
一
疋
開
院
予
分
引
之
、
社

務
僧
正
馬
一
疋
月
毛
同
引
之
、
見
物
以
後
郎
罷
帰
了
、
車
也
、
長
寿
同
乗
車
、

明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
十
五
日
が
六
月
会
で
あ
る
こ
と
は
他
の
資
料
か
ら
疑
い
が
な
い
。
表
章
氏
は
こ
の
十
五
日
か
ら
猿
楽
が
演

じ
ら
れ
た
十
七
日
ま
で
を
六
月
会
に
か
か
わ
る
一
連
の
記
事
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
十
六
日
に
は
「
社

務
出
仕
如
昨
日
」
と
あ
り
、

こ
の
日
も
引
き
続
き
六
月
会
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
日
に
参
勤
す
る
は
ず
の
回

楽
が
十
七
日
に
召
さ
れ
、
猿
楽
に
は
別
当
（
社
務
）
か
ら
馬
一
頭
が
引
き
物
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
右
は
明
ら
か
に
一
連
の



記
事
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
新
熊
野
社
六
月
会
は
、
早
く
建
久
三
年
（
二
島
一
）
の
後
鳥
羽
院
庁
下
文
（
新
熊
野
神
社
文
書
）
に
見
え
て
い
る
か
ら
、
創
建
以
来
の
神
事

で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
、
新
熊
野
社
に
お
い
て
は
最
も
主
要
な
神
事
だ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
同
社
の
神
事
で
室
町
期
以
前
の

史
料
に
見
え
る
の
は
管
見
で
は
六
月
会
だ
け
で
あ
る
し
、
後
述
の
よ
う
に
六
月
会
は
朝
廷
や
幕
府
が
か
な
り
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
（
既

述
の
新
熊
野
社
と
割
引
廷
や
幕
府
と
の
関
係
か
ら
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
）
か
ら
、

今熊野猿楽の実現

そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
新
熊
野
社
同
様
に

後
白
河
の
勧
請
に
な
る
熊
野
若
王
子
社
に
も
六
月
会
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
徳
三
年
の
義
満
御
教
書
（
若
玉
子
神
社
文
書
）
か
ら
知
ら
れ
る

が
、
そ
こ
に
は
「
六
月
会
等
神
事
」
と
あ
っ
て
、
性
格
の
よ
く
似
た
若
王
子
社
で
も
六
月
会
が
最
も
主
要
な
神
事
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ

し
て
、
新
熊
野
社
や
若
王
子
社
の
六
月
会
は
修
験
の
峰
入
り
に
か
か
わ
る
神
事
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
『
賢
俊
僧
正
日
記
』
の
十

五
日
条
に
験
較
べ
な
る
も
の
が
見
え
、
賢
俊
が
こ
れ
を
見
物
し
て
い
る
が
、
こ
の
験
較
べ
は
修
験
者
が
峰
入
り
で
身
に
つ
け
た
験
力
を

競
う
行
事
で
、
室
町
時
代
に
は
吉
野
蔵
王
堂
蓮
華
会
な
ど
で
も
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
山
路
輿
造
氏
「
修
験
の
延
年
」
『
仏
教
民
俗
学
大

系』
9
な
ど
〉
。
現
在
の
蔵
王
堂
蓮
華
会
に
お
け
る
〈
蛙
飛
び
〉
や
鞍
馬
寺
の
〈
竹
切
り
会
〉
な
ど
は
か
つ
て
の
験
較
べ
の
名
残
り
だ
と
い
う

が
、
こ
の
験
較
べ
の
存
在
か
ら
、
新
熊
野
社
の
六
月
会
も
蔵
王
堂
蓮
華
会
な
ど
と
向
性
格
の
神
事
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

峰
入
り
は
修
験
道
の
重
要
な
修
業
で
、
そ
れ
に
関
わ
る
六
月
会
が
熊
野
修
験
の
拠
点
た
る
新
熊
野
社
の
主
要
神
事
だ
っ
た
の
は
当
然
の

こ
と
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
の
が
新
熊
野
社
の
六
月
会
で
あ
る
が
、
そ
の
執
行
状
況
を
伝
え
る
資
料
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
右
の
文

和
四
年
が
最
も
早
い
記
録
で
、
こ
れ
以
降
に
は
『
師
守
記
』
に
康
永
四
年
〈
6
月
日
日
、
催
行
）
、
貞
和
三
年
（
6
月
四
日
、
催
行
ヌ
貞
和
五
年

15 

（6
月
間
以
日
、
催
行
）
、
貞
治
三
年
〈
6
月
日
目
、
延
引
）
と
、
あ
る
程
度
連
続
し
た
記
事
が
あ
り
、
『
延
文
四
年
記
』
に
も
六
月
十
八
日
に
始
行
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の
記
事
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
催
行
あ
る
い
は
延
引
の
事
実
を
記
し
た
だ
け
の
簡
略
な
記
述
だ
が
、
貞
和
五
年
の
『
師
守
記
』
に
田
楽

が
略
さ
れ
た
こ
と
、

お
よ
び
大
蔵
卿
・
雅
仲
卿
が
替
牛
を
借
用
し
て
六
月
会
に
参
向
し
た
こ
と
が
－
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
実
態
を

伝
え
る
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
以
後
に
は
『
祇
園
執
行
日
記
』
応
安
五
年
、
『
愚
管
記
』
応
安
六
年
、
『
兼
宣
公
記
』
嘉
慶
ニ

年
に
記
事
が
あ
り
、
以
上
が
管
見
に
入
っ
た
六
月
会
の
記
録
の
す
べ
て
で
あ
る
。
南
北
朝
期
に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
期
を
中

心
に
調
査
し
た
関
係
も
あ
る
が
、
こ
の
頃
ま
で
が
同
会
の
盛
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
六
月
会
と
義
満
と
の
関
わ
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
資
料
が
次
の
『
祇
園
執
行
日
記
』
応
安

五
年
十
一
月
二
十
八
日
の
記
事
で
あ
る
。〈禄〉

一
、
今
熊
野
六
月
会
有
之
、
覚
王
院
宗
門
僧
正
出
仕
、
南
部
訴
訟
雄
米
落
居
、
為
武
家
管
領
計
被
召
出
云
々
、

折
し
も
、
南
都
訴
訟
の
さ
な
か
で
、
宋
縁
は
衆
徒
か
ら
遠
流
要
求
が
出
さ
れ
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。
十
一
月
二
十
八
日
と
い
う
時
期

の
催
行
も
そ
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
六
月
会
に
は
当
事
者
で
あ
る
宋
縁
が
（
別
当
と
し
て
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
）
出
仕
し
て
い
る
。

「
為
武
家
管
領
計
被
召
出
」
は
、

H

武
家
と
し
て
管
領
ば
か
り
召
出
さ
る
μ

か、

n
武
家
、
管
領
の
計
ら
い
と
し
て
召
出
さ
る
μ
か
で
迷
う

が
、
後
者
で
あ
ろ
う
か
。
前
に
「
南
都
訴
訟
い
ま
だ
落
居
せ
ず
と
雄
も
」
と
あ
り
、

い
ず
れ
を
採
る
に
し
て
も
幕
府
（
義
満
）
の
六
月
会
に

対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
姿
勢
に
は
変
り
は
な
い
の
だ
が
、
後
者
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
の
六
月
会
に
は
本
来
な
ら
南
都
訴
訟
ゆ
え
当
事
者
た

る
宋
縁
の
出
仕
な
ど
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
管
領
（
頼
之
）
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
武
家
（
幕
府
あ
る
い
は
義
満
）
が
あ
え
て
召
出

し
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
祇
園
執
行
日
記
』
が
わ
ざ
わ
ざ
「
覚
王
院
宗
円
僧
正
出
仕
」
と
書
き
つ
け
た
の
も
、
南
都
か
ら
配
流
要
求

が
出
て
い
る
宋
縁
の
出
仕
に
驚
嘆
し
た
た
め
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
幕
府
（
義
満
）
と
宋
縁
・
六
月
会
と
の
緊
密
な
関
係
、
が
よ
く
示
さ

れ
て
い
る
が
、
幕
府
が
こ
う
し
た
無
理
を
し
て
ま
で
宋
縁
を
六
月
会
に
出
仕
さ
せ
た
の
は
、
六
月
会
に
お
け
る
宋
縁
の
祈
祷
を
期
待
し



て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
十
日
後
、
祇
園
の
執
行
が
宋
縁
の
も
と
を
訪
れ
た
際
（
宋
縁
は
体
調
悪
く
代
理
の
僧
が
面
会
）
、

「
管
領
巻
数
」
（
祈
祷
の
巻
数
）
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
（
『
祇
園
執
行
日
記
』
ロ
月
8
日
）
が
、
こ
れ
は
宋
縁
の
六
月
会
出
仕
と
関
連
が
あ
り
そ
う

で
あ
る
（
大
日
本
史
料
は
こ
の
こ
つ
の
記
事
を
同
一
綱
文
下
に
掲
出
）
。
と
も
あ
れ
、
当
時
の
六
月
会
は
義
満
が
い
つ
参
向
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
幕
府
ば
か
り
で
は
な
く
、
朝
廷
も
六
月
会
に
は
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
前
に
も
少
し
ふ
れ
た
が
、
『
愚
管
記
』
応
安
六
年
七

（
藤
原
忠
光
｝

月
四
日
条
に
は
「
藤
中
納
言
送
状
云
、
新
熊
野
六
月
会
、
時
盛
令
参
向
之
様
、
別
而
可
仰
含
之
由
、
被
仰
下
之
趣
也
、
即
召
仰
時
盛
之

処
、
申
領
状
之
問
、
此
由
申
遣
藤
中
納
言
畢
」
と
、
後
円
融
天
皇
が
翌
日
の
六
月
会
に
近
衛
道
嗣
家
司
時
盛
の
参
向
を
特
に
要
請
さ
れ

今熊野猿楽の実現

た
こ
と
が
記
さ
れ
、
翌
五
日
条
に
は
「
藤
中
納
言
又
送
状
云
、
時
盛
参
向
事
無
相
違
之
条
、
殊
被
喜
思
食
云
々
、
有
女
房
一
奉
書
、
龍
状

送
之
、
種
々
有
叡
感
者
也
」
と
あ
っ
て
、
時
盛
参
向
に
叡
感
甚
し
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の
延
文
元
年
後
光
厳
天
皇
論

旨
や
同
時
代
の
論
旨
が
新
熊
野
社
に
祈
轄
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
に
、
時
盛
の
参
向
も
六
月
会
で
の
祈
祷
が
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
六
月
会
は
公
武
と
も
に
こ
れ
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
応
安
五
年
に
は
宋
縁
も
出
仕
し
て
い
た
六
月
会
だ
が
、
こ
れ
以
後
、
南
都
訴
訟
が
解
決
す
る
応
安
七
年
ま
で
の
二
年
間
は
、

宋
縁
を
め
ぐ
っ
て
六
月
会
お
よ
び
新
熊
野
社
は
さ
ら
に
南
都
訴
訟
の
影
響
を
強
く
蒙
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

乙
と
が
き

応
安
六
年
一
月
、
輿
福
寺
衆
徒
は
改
め
て
数
ケ
条
か
ら
な
る
事
書
を
北
朝
に
奉
る
が
、
そ
の
要
求
の
中
に
は
宋
縁
・
光
済
両
僧
正
の

京
中
経
細
停
止
と
所
職
改
替
が
含
ま
れ
て
い
た
。
両
僧
正
に
対
す
る
こ
の
要
求
は
、
本
来
の
遠
流
要
求
へ
の
追
加
で
は
な
く
、
遠
流
要

求
に
代
え
て
衆
徒
が
譲
歩
し
た
結
果
の
要
求
で
あ
る
形
跡
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
京
中
経
梱
停
止
の
要
求
は
応
安
四
年
末
の

17 

神
木
入
洛
以
後
、
遠
流
要
求
の
出
て
い
た
両
僧
正
に
謹
慎
の
気
配
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
両
僧
正
の
遠
流
要
求
に
幕
府



18 

が
難
色
を
示
し
た
の
は
応
安
五
年
七
月
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
庇
護
の
も
と
両
僧
正
は
日
常
の
生
活
や
職
務
に
あ
ま
り
拘
束
を
受

け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
宋
縁
の
応
安
五
年
の
六
月
会
出
仕
な
ど
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
き
例
で
あ
ろ
う
。
衆
徒
の
要
求

に
所
職
改
替
が
含
ま
れ
て
い
る
の
も
、
宋
縁
の
六
月
会
出
仕
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
時
の
要
求
は
二
条
良
基

の
仲
介
に
よ
っ
て
朝
廷
も
幕
府
も
諒
承
し
、
問
題
は
解
決
し
か
か
っ
た
が
、
南
都
の
評
議
が
一
決
せ
ず
、
結
局
、
こ
の
時
は
神
木
帰
座

は
実
現
し
て
い
な
い
（
『
愚
管
記
』
応
安
六
年
十
一
月
二
十
七
日
条
裏
書
「
興
福
寺
学
侶
衆
徒
群
議
日
」
な
ど
〉
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
光
済
・
宋
縁
に

対
す
る
京
中
経
梱
停
止
や
所
職
改
替
の
要
求
を
北
朝
や
幕
府
が
い
っ
た
ん
は
諒
承
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

さ
し
も
の
両
者
も
、

以
後
は
謹
慎
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
宋
縁
も
応
安
五
年
の
よ
う
に
六
月
会
に
出
仕
す
る
こ
と
な
ど
思
い
も
及
ば
ぬ
状

況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
応
安
六
年
の
六
月
会
に
後
円
融
天
皇
が
特
に
道
嗣
の
家
司
時
盛
に
参
向
を
要
請
し
た
の
も
、

応
安
六
年
一
月
の
事
書
以
後
は
、

と
り
わ
け
宋
縁
が
止
住
し
て
い
る
新
熊
野
社
の
神
事
に
は
上
卿
派
遣
と
い
っ
た
公
的
な
措
置
が
樺
ら

れ
る
状
況
に
あ
っ
た
が
た
め
の
苦
肉
の
策
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
神
木
入
洛
直
後
の
応
安
四
年
十
二
月
に
、
大
礼
の
申
沙
汰
や
八
幡

遷
宮
の
奏
伝
を
し
た
と
の
理
由
で
、
上
卿
が
放
氏
（
藤
原
氏
か
ら
の
追
放
）
の
処
分
を
衆
徒
か
ら
受
け
て
い
る
こ
と
も
参
照
さ
れ
る
。

こ
内
ノ

し
た
経
緯
の
後
、
応
安
七
年
十
一
月
五
日
に
宋
縁
・
光
済
の
配
流
が
決
定
す
る
の
だ
が
、
応
安
六
年
一
月
の
事
書
奏
上
以
後
の
二
年
間

は
、
宋
縁
を
め
ぐ
っ
て
、
新
熊
野
社
や
六
月
会
は
南
都
の
厳
し
い
監
視
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
応
安
七
年
の
執
行

の
実
否
は
不
明
）
。

と
こ
ろ
で
、
応
安
六
年
か
ら
七
年
に
わ
た
る
宋
縁
、
六
月
会
、
新
熊
野
社
を
め
ぐ
る
以
上
の
状
況
は
、
応
安
七
年
か
翌
永
和
元
年
か

で
揺
れ
て
い
る
今
熊
野
猿
楽
催
行
の
年
を
め
ぐ
る
問
題
と
も
い
さ
さ
か
関
連
を
も
っ
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
新
熊

野
社
が
今
熊
野
猿
楽
の
場
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
（
そ
の
菱
然
性
は
常
識
的
に
も
高
い
が
）
、
義
満
台
覧
の
今
熊



野
猿
楽
が
、
六
月
会
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
機
会
で
あ
れ
、
宋
縁
問
題
で
揺
れ
る
南
都
訴
訟
下
に
お
け
る
応
安
七
年
の
新
熊
野
社
で
催
さ

れ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
熊
野
猿
楽
と
同
じ
く
世
阿
弥
十
二
歳
の
年
の
出
来
事
で

あ
る
春
日
若
宮
祭
に
お
け
る
害
阿
弥
体
験
（
そ
の
至
芸
に
感
動
）
に
つ
い
て
は
、
表
章
氏
に
よ
っ
て
南
都
訴
訟
の
影
響
の
刻
明
な
調
査
か
ら

永
和
元
年
で
あ
ろ
う
こ
と
が
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
（
「
世
阿
弥
生
誕
は
貞
治
三
年
か
」
『
能
楽
史
新
考
伸
』
所
収
）
。

そ
れ
に
従
え
ば
、

同

じ
十
二
歳
の
年
の
出
来
事
た
る
今
熊
野
猿
楽
も
、
氷
和
元
年
の
こ
と
と
な
る
が
、
以
上
み
た
ご
と
く
今
熊
野
猿
楽
の
側
か
ら
も
そ
の
催
行

が
応
安
七
年
で
は
な
く
、
永
和
元
年
で
あ
る
徴
証
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
も
と
よ
り
今
熊
野
猿
楽
や
若
宮
祭
で
の
喜
阿
弥
体
験

今熊野猿楽の実現

の
年
の
考
定
は
世
阿
弥
の
生
年
と
一
体
の
問
題
で
、
そ
れ
は
『
良
基
消
息
詞
』
や
『
不
知
記
』
等
の
世
阿
弥
伝
記
資
料
を
総
合
し
て
考

察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
新
熊
野
社
を
め
ぐ
る
状
況
を
ふ
ま
え
る
と
、
表
章
氏
の
説
く
ご
と
く
、
十
二
歳
が
世

阿
弥
の
記
憶
ち
が
い
で
な
い
か
、
ぎ
り
は
、
永
和
一
克
年
が
世
阿
弥
十
二
歳
、
貞
治
三
年
が
世
阿
弥
の
生
年
の
可
能
性
が
高
く
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
六
月
会
を
今
熊
野
猿
楽
の
場
と
考
え
る
場
合
に
最
も
問
題
に
な
る
六
月
会
の
芸
能
の
実
態
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
。
文

和
四
年
の
『
賢
俊
僧
正
日
記
』
に
は
猿
楽
と
田
楽
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
が
常
に
六
月
会
に
参
勤
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

ょ
う
で
あ
る
。
『
師
守
記
』
貞
和
五
年
に
は
「
今
日
今
熊
野
六
月
会
如
例
一
去
三

田
楽
令
略
云
と
」
と
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
田
楽
は

恒
常
的
に
参
勤
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
猿
楽
に
つ
い
て
は
文
和
四
年
の
記
事
が
唯
一
の
資
料
で
、
実
情
が
把
握
で
き
な

い
。
文
和
四
年
の
四
月
十
八
日
に
は
醍
醐
寺
清
瀧
宮
の
祭
礼
に
大
和
猿
楽
が
参
勤
し
て
、
賢
俊
は
こ
れ
を
見
物
し
て
い
る
（
『
賢
俊
僧
正

日
記
』
）
。
時
期
も
近
接
し
て
い
る
し
、

六
月
会
参
勤
も
同
じ
大
和
猿
楽
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。

た
ま
た
ま
大
和
猿
楽
が
上
京
中
で

19 

あ
っ
た
た
め
に
実
現
し
た
の
が
同
年
の
六
月
会
の
猿
楽
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
六
月
会
の
芸
能
は
田
楽
が
主
体
で
、
猿
楽
参
勤
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は
恒
例
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む

す

び

以
上
、
新
熊
野
社
の
位
置
、
別
当
覚
王
院
宋
縁
、
新
熊
野
六
月
会
の
コ
一
方
向
か
ら
、
今
熊
野
猿
楽
の
場
が
新
熊
野
社
の
六
月
会
で
あ

る
可
能
性
を
模
索
し
て
み
た
。
決
定
的
資
料
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
状
況
証
拠
を
重
ね
た
仮
説
で
あ
る
が
、
将
軍
台
覧
の
事
実
か
ら
は

考
察
の
出
発
点
た
る
『
申
楽
談
儀
』
の

H
今
熊
野
の
能
H

の
H
A
7
熊
野
μ

が
新
熊
野
社
で
あ
る
確
率
が
高
く
、
新
熊
野
社
な
ら
そ
の
場

は
同
社
の
主
要
神
事
た
る
六
月
会
の
確
率
が
高
い
こ
と
は
証
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
お
、
こ
の
他
の
可
能
性
、
た
と
え
ば

勧
進
猿
楽
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
今
熊
野
猿
楽
の
こ
と
が
当
時
の
記
録
に
ま
っ
た
く
見
え
な
い
こ
と
が
、
間
接
的
な
が
ら
否
定
材
料

に
な
る
か
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
勧
進
猿
楽
で
あ
れ
ば
、
そ
の
公
開
性
か
ら
も
将
軍
の
見
物
（
し
か
も
最
初
の
）
に
つ
い
て
の
記
録
が
少

し
は
残
っ
て
い
る
の
が
自
然
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

か
れ
こ
れ
、
今
熊
野
猿
楽
は
醍
醐
寺
で
の
七
日
間
の
猿
楽
で
名
を
あ
げ
た
観
・

世
父
子
の
能
を
義
満
に
見
せ
る
べ
く
、
義
満
と
親
近
の
関
係
に
あ
っ
た
宋
縁
の
い
る
新
熊
野
社
（
と
く
に
六
月
会
）
が
ふ
さ
わ
し
い
場
と

し
て
選
ば
れ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

〔
付
記
］

本
稿
は
芸
能
史
研
究
会
例
会
（
昭
和
田
山
年
7
月
）
の
発
表
に
出
発
し
、
そ
こ
で
気
が
つ
い
た
覚
王
院
宋
縁
に
つ
い
て
の
調
査
を
も
加
え
て
新
た
に
中
世
文
学

会
秋
季
大
会
（
昭
和
田
山
年

m月
、
武
庫
川
女
子
大
学
）
で
発
表
し
た
結
果
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
時
に
貴
重
な
助
言
を
賜
っ
た
各
位
に

感
謝
申
し
あ
げ
る
。
ま
た
、
大
石
雅
章
氏
（
本
学
日
本
思
想
史
講
座
）
に
は
不
慣
れ
な
文
書
の
解
読
や
有
益
な
参
考
文
献
に
つ
き
穏
々
懇
切
な
教
一
万
を
賜
っ

た
こ
と
を
特
に
記
し
て
お
き
た
い
。

（
文
学
部
助
教
授
〉


